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政
令
第
百
六
十
八
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
令(

平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
別
表
」
の
下
に
「
（
六
の
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
一
の
項
（
二
十
九
）
中
「
組
立
」
を
「
組
立
て
」
に
改
め
、
同
項
（
四
十
二
）
中
「
ト
リ
ガ
ー
火
花
間
げ
き
」
を
「
ト

リ
ガ
ー
火
花
間
隙
」
に
改
め
、
同
項
（
四
十
六
）
中
「
遮
へ
い
す
る
」
を
「
遮
蔽
す
る
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
（
二
）
中
「

充
て
ん
用
」
を
「
充
填
用
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
（
二
十
一
）
中
「
重
力
勾
配
計
」
を
「
重
力
勾
配
計
」
に
改
め
、
同
表
に

こ
う

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

次
に
掲
げ
る
物
資
（
（
十
六
）
か
ら
（
二
十
四
）
ま
で
及
び
（
二
十
六
）
か
ら
（
二
十
八
）
ま
で
に
掲
げ
る
物
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資
に
あ
っ
て
は
、
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

牛
の
肉
（
冷
凍
し
た
も
の
に
限
る
。
）

（
二
）

魚
の
フ
ィ
レ
（
冷
凍
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
務
省
令
・
財
務
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）

（
三
）

キ
ャ
ビ
ア
又
は
魚
卵
か
ら
調
製
し
た
キ
ャ
ビ
ア
代
用
物

（
四
）

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料

（
五
）

製
造
た
ば
こ
又
は
製
造
た
ば
こ
代
用
品

（
六
）

香
水
類
又
は
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
類

（
七
）

美
容
用
、
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
用
若
し
く
は
皮
膚
の
手
入
れ
用
の
調
製
品
（
日
焼
け
止
め
用
又
は
日
焼
け

用
の
調
製
品
を
含
み
、
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
マ
ニ
キ
ュ
ア
用
若
し
く
は
ペ
デ
ィ
キ
ュ
ア
用
の
調
製
品

（
八
）

ト
ラ
ン
ク
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
、
携
帯
用
化
粧
道
具
入
れ
、
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ケ
ー
ス
、
書
類
か
ば
ん

、
通
学
用
か
ば
ん
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
（
外
面
が
革
製
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
製
又
は
パ

テ
ン
ト
レ
ザ
ー
製
の
も
の
に
限
る
。
）
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（
九
）

ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
（
外
面
が
革
製
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
製
又
は
パ
テ
ン
ト
レ
ザ
ー
製
の
も
の
に

限
る
。
）

（
十
）

財
布
そ
の
他
の
ポ
ケ
ッ
ト
又
は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
に
通
常
入
れ
て
携
帯
す
る
製
品
（
外
面
が
革
製
、
コ

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
製
又
は
パ
テ
ン
ト
レ
ザ
ー
製
の
も
の
に
限
る
。
）

（
十
一
）

衣
類
又
は
衣
類
附
属
品
（
革
製
又
は
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
製
の
も
の
に
限
る
。
）

（
十
二
）

毛
皮
製
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
そ
の
他
の
毛
皮
製
品
又
は
人
造
毛
皮
製
品

（
十
三
）

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

（
十
四
）

鉛
ガ
ラ
ス
製
の
コ
ッ
プ
類

（
十
五
）

天
然
若
し
く
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
特
定
金
属
（
銀
、
金
、
白
金
、
イ
リ
ジ
ウ
ム
、

オ
ス
ミ
ウ
ム
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
、
ロ
ジ
ウ
ム
又
は
ル
テ
ニ
ウ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
金

属
を
張
っ
た
金
属
又
は
こ
れ
ら
の
製
品

（
十
六
）

携
帯
用
の
デ
ジ
タ
ル
式
自
動
デ
ー
タ
処
理
機
械
（
少
な
く
と
も
中
央
処
理
装
置
、
キ
ー
ボ
ー
ド
及

び
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）
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（
十
七
）

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
若
し
く
は
そ
の
ス
タ
ン
ド
、
拡
声
器
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
若
し
く
は
イ
ヤ
ホ
ン
、
マ
イ

ク
ロ
ホ
ン
と
拡
声
器
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
、
可
聴
周
波
増
幅
器
又
は
電
気
式
音
響
増
幅
装
置

（
十
八
）

音
声
再
生
機
、
録
音
機
若
し
く
は
ビ
デ
オ
の
記
録
用
若
し
く
は
再
生
用
の
機
器
又
は
こ
れ
ら
の
部

分
品
若
し
く
は
附
属
品

（
十
九
）

録
音
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
記
録
用
の
媒
体
（
写
真
用
又
は
映
画
用
の
も
の
を
除
き
、
録
音
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
記
録
を
し
た
も
の
を
含
む
。
）

（
二
十
）

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
レ
コ
ー
ダ
ー
又
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

（
二
十
一
）

ラ
ジ
オ
放
送
用
受
信
機
（
無
線
電
話
又
は
無
線
電
信
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む

。
）

（
二
十
二
）

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
像
機
器
（
カ
ラ
ー
の
も
の
で
あ
っ
て
、
外
務
省
令
・
財
務
省
令
・
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
（
カ
ラ
ー
の
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
ビ
デ

オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

（
二
十
三
）

乗
用
自
動
車
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（
二
十
四
）

モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
（
モ
ペ
ッ
ト
を
含
む
。
）
又
は
補
助
原
動
機
付
き
の
自
転
車

（
二
十
五
）

ヨ
ッ
ト
そ
の
他
の
娯
楽
用
若
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
用
の
船
舶
又
は
カ
ヌ
ー

（
二
十
六
）

写
真
機
（
一
眼
レ
フ
レ
ッ
ク
ス
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
十
七
）

映
画
用
の
撮
影
機
又
は
映
写
機

（
二
十
八
）

投
影
機
、
写
真
引
伸
機
又
は
写
真
縮
小
機
（
映
画
用
の
も
の
を
除
く
。
）

（
二
十
九
）

映
写
用
又
は
投
影
用
の
ス
ク
リ
ー
ン

（
三
十
）

腕
時
計
、
懐
中
時
計
そ
の
他
の
携
帯
用
時
計
（
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
含
む
。
）

（
三
十
一
）

楽
器
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

（
三
十
二
）

万
年
筆

（
三
十
三
）

美
術
品
、
収
集
品
又
は
骨
と
う

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


